
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

目    次 ページ 

 

Ⅰ 

 

Ⅱ 

 

Ⅲ 

 

 

 

Ⅳ 

 

 

 

 

 

Ⅴ 

 

 

 

 

Ⅵ 

 

Ⅶ 

 

２０２５年度（令和７年度）の基本方針に沿って 

 

経過報告・運営 

 

２０２５年度（令和７年度）事業実施報告 

事業実施報告 

資料 講師等派遣、研修会、視察参加報告 

 

２０２５年度（令和７年度）決算報告 

活動計算書 

貸借対照表 

財産目録 

監査報告書 

 

２０２６年度（令和８年度）基本方針・事業計画 

２０２６年度（令和８年度） 基本方針 

２０２６年度（令和８年度） 事業計画 

２０２６年度（令和８年度） 活動予算書 

 

 定款改定 

 

２０２６年度（令和８年度） 役員 

 

 

1 

 

4 

 

 

6 

16 

 

 

19 

21 

22 

23 

 

 

24 

 

28 

 

29 

 

30 

 

   

 

＜再録資料＞ 

設立趣旨書 

定   款 

 

 

ⅰ 

ii 

 



- 1 -



- 2 -



- 3 -



- 4 -



- 5 -



- 6 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -



- 11 -



- 12 -



- 13 -



- 14 -



- 15 -



資料　〈令和７年度　講師等派遣、研修会・視察参加報告〉

【講師等派遣】

No. 研修名 研修日 派遣者 主催

1
学校と連携した法人活動の事例と、そこから見えてくる
宮崎県の子ども達が抱える困難

令和7年10月23日 片野坂千恵 宮崎県教育研修センター

2 これはやらなきゃいけない！会計講座 令和7年12月17日 片野坂千恵 宮崎市民活動センター

3 令和７年度第４回児童厚生員研修会 令和8年2月13日 衛藤和洋 宮崎市子育て支援課

4 NPOマネジメントアドバイザー派遣 令和8年3月23日 片野坂千恵 みやざきNPO・協働支援センター

【視察・研修会・講座等参加】

No. 研修名 研修日 参加者 主催

1 児童育成支援拠点事業 令和7年4月8日 1人 日本財団

2 「子どもの権利」とセーフガーディング 令和7年4月24日 1人 一般社団法人Everybeing

3
コミュニティ財団（ひなた未来創造ファンド）設立キッ
クオフイベント

令和7年5月24日 2人 NPO法人宮崎文化本舗

4 令和7年度宮崎県公共図書館連絡協議会 総会 令和7年5月26日 1人 宮崎県公共図書館連絡協議会

5 チック症について 令和7年5月31日 5人 こども発達支援研究会

6
令和7年度幼児期の包括的性教育事業における関係者向
け研修会（子育て支援センター職員対象）

令和7年6月4日 3人 宮崎市子ども未来部親子保健課

7
児童センター職員向け専門研修～セクシュアルハラスメ
ント・性的虐待防止のための基本知識と実践～

令和7年6月6日 19人 NPO法人みやざき子ども文化センター

8 令和7年度児童福祉司任用前講習会（後半） 令和7年6月11日～6月13日 1人 宮崎県こども家庭課

9 性的虐待防止研修 令和7年6月17日 15人 NPO法人みやざき子ども文化センター

10
「ポケモン」ナッシーを活用した読書振興、取組企画の
オンライン会議

令和7年6月27日 1人 宮崎県公共図書館連絡協議会

11
「感覚と遊び」
～幼少期の子どもと関わるうえでの大切な視点～

令和7年6月29日 3人 宮崎市総合発達支援センター

12 レクリエーション研修 令和7年6月30日 9人 レクリエーション協会

13
セクシュアルハラスメント・性的虐待防止のための基本
知識と実践

令和7年6月30日 10人 NPO法人みやざき子ども文化センター

14 虐待防止・体罰防止について 令和7年7月7日 10人 NPO法人みやざき子ども文化センター

15
令和7年度宮崎県放課後児童支援員・児童厚生員等資質
向上研修会
≪研修A≫ こどもの権利

令和7年7月11日 25人 宮崎県児童館連絡協議会

16

令和7年度宮崎県放課後児童支援員・児童厚生員等資質
向上研修会
《研修B》児童クラブ・児童館・児童センター職員向け
情報交換研修

令和7年7月11日 17人 宮崎県児童館連絡協議会

17
令和7年度宮崎県放課後児童支援員・児童厚生員等資質
向上研修会
《研修C》個別援助活動

令和7年7月11日 7人 宮崎県児童館連絡協議会
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No. 研修名 研修日 参加者 主催

18 救急法 令和7年7月14日 19人 宮崎市消防局

19
保護者・児童の話の聞き方・伝え方のコツ
～安心できる関係をつくるために～

令和7年7月14日 15人 NPO法人みやざき子ども文化センター

20
救命率を向上させるための応急手当法（救急講座）基礎
講習（応急手当）

令和7年7月15日 8人 応急手当研修センター

21 ジェンダーの視点からみた居場所づくり 令和7年7月19日 1人 みやざき子ども未来ネットワーク

22 宮崎市子ども（地域）食堂講演会 令和7年7月21日 1人 支え合い地域づくりネットワーク

23 福祉関係者等との連絡会 令和7年7月24日 1人 小戸小学校

24 令和7年度九州地区里親研修大会 令和7年8月9日 1人
全国里親会、九州社会福祉協議会連合
会、九州地区里親連絡協議会、鹿児島県
社会福祉協議会、鹿児島県里親協議会

25 令和7年度第2回宮崎市子ども食堂ネットワーク会議 令和7年8月11日 1人 支え合い地域づくりネットワーク

26 令和7年度宮崎県公共図書館連絡協議会 政策研修 令和7年8月25日 1人 宮崎県公共図書館連絡協議会

27 他拠点の事例共有 令和7年9月2日 1人 日本財団

28 こどもの権利条約 令和7年9月4日 19人 NPO法人みやざき子ども文化センター

29 発達支援研修会 令和7年9月9日 30人 株式会社アンフィニ

30 アタッチメントの形成とその影響 令和7年9月9日 1人 日本財団

31 小戸地区防災訓練 令和7年9月20日 3人 小戸まちづくり推進委員会地域安全部会

32 特別養子縁組フォーラム〔勉強会〕 令和7年9月20日 1人 こども家庭庁

33
プレーパークをつくろう　２０２５
『ゆめパのじかん』上映会＆講演会・シンポジウム

令和7年9月21日 1人 NPO法人ヒミツキチ

34 子どもWEEKEND2025 令和7年9月26日 2人 日本財団

35 傾聴講座
令和7年10月8日・10月29日・

11月19日
10人 NPO法人みやざき子ども文化センター

36 子どものセーフガーディング連続研修2025
令和7年10月14日・11月11日
・12月9日・令和8年1月13日

・2月3日
3人

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・
ジャパン

37 令和7年度宮崎県公共図書館連絡協議会　職員研修会 令和7年10月20日 1人 宮崎県公共図書館連絡協議会

38 令和7年度宮崎県放課後児童支援員認定資格研修
令和7年10月24日～
令和7年11月7日

1人 宮崎県児童館連絡協議会

39 RIFCR™（リフカー）研修 令和7年10月26日 1人
認定NPO法人チャイルドファーストジャ
パン

40 令和7年度宮崎県公共図書館連絡協議会　中央支部総会 令和7年11月13日 1人 宮崎県公共図書館連絡協議会

41 放課後の居場所づくりの実践方法を共有 令和7年11月19日 1人 放課後アフタースクール

42
社会的養護環境で育った子どもの発達を支える
（オンライン）

令和7年11月23日 1人 里親セミナー講演会
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No. 研修名 研修日 参加者 主催

43
令和7年度宮崎県放課後児童支援員・児童厚生員等資質
向上研修会
≪研修G≫ こどもの安全対策

令和7年12月2日 8人 宮崎県児童館連絡協議会

44
令和7年度宮崎県放課後児童支援員・児童厚生員等資質
向上研修会
≪研修H≫ 防災・減災セミナー

令和7年12月2日 9人 宮崎県児童館連絡協議会

45 フォスタリングアセスメント研修 令和7年12月2日 1人 家庭養育支援機構

46
アタッチメント障害とアタッチメント関係の修正への支
援

令和7年12月2日 1人 日本財団

47 楽しい、居心地のいい児童クラブを目指して 令和7年12月9日 3人 NPO法人みやざき子ども文化センター

48 令和7年度県南地区子育て支援センターグループ研修会 令和7年12月12日 1人 三股町子育て支援センター

49 令和7年度宮崎市地域子育て支援センター連絡会議 令和7年12月24日 3人 宮崎市子育て支援課

50
里親支援センター等人材育成プログラム
（オンデマンド講義：7講）

令和8年1月13日～1月16日 1人 日本福祉大学

51 第20回全国児童館・児童クラブ大会KOBE 令和8年1月15日・1月16日 1人
全国児童厚生員研究協議会、全国児童館
連絡協議会、一般財団法人児童健全育成
推進財団

52
発達障害がある方の幸せを考える講演会
「幼児期に大切にしたいこと～就学までに準備しよう
～」

令和8年1月18日 1人
ASDみやざき（宮崎県自閉症協会）、宮
崎LD・発達障がい親の会「フレンド」、
宮崎県

53
重層的支援体制整備事業研修
～つながる支援 わたしのできることってなんだろう～

令和8年1月21日 4人
宮崎市福祉部福祉総務課重層的支援推進
課

54
里親家庭に「子育て支援」は届いているか
（オンライン）

令和8年1月24日 1人 NPO法人バディチーム

55
令和7年度宮崎県放課後児童支援員認定資格研修
(第3回1月分)オンライン

令和8年1月27日～1月30日 1人 宮崎県児童館連絡協議会

56 景丘の家視察（東京） 令和8年2月4日 3人 NPO法人みやざき子ども文化センター

57 こども性暴力防止法全国説明会 令和8年2月13日 4人 こども家庭庁

58 令和7年度宮崎市指定管理者説明会 令和8年2月17日 1人 宮崎市役所都市戦略課

59 宮崎少年鑑別所見学 令和8年2月20日 3人 宮崎子育てネット

60
子どもの性暴力防止法及び子ども・子育て支援情報公表
システム（ここdeサーチ）に関する施設関係者向け説明
会

令和8年2月25日 1人
宮崎県福祉保健部こども政策局こども政
策課

61
少年鑑別所で見る性加害少年
～その特徴と治療への課題～

令和8年3月1日 1人
認定NPO法人チャイルドファーストジャ
パン

62
里親制度研修
里親が育てる社会が育てる～知ってほしい里親制度～

令和8年3月4日・3月11日
・3月16日

39人 NPO法人みやざき子ども文化センター

63 講演会「文化芸術は、未来を育てる力になる。」 令和8年3月15日 4人 NPO法人みやざき子ども文化センター

64
里親普及啓発講演会
「［越境］する里親養育の挑戦」

令和8年3月15日 1人 里親支援センターみやざき

65 体罰によらない子育て等の研修 令和8年3月18日 2人 NPO法人みやざき子ども文化センター

66 第3回宮崎市子ども食堂ネットワーク会議 令和8年3月20日 1人 支え合いの地域づくりネットワーク
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科目

Ⅰ　経常収益

　１．受取会費

　　　会員受取会費 50,000

50,000

　２．受取寄付金

　　　受取寄付金 689,966

689,966

　３．受取委託金等

　　　みやざきアートセンター指定管理業務 29,307,116

　　　みやざきアートセンター委託人件費等収入（自主事業含む） 3,480,000

　　　宮崎市支え合いの地域づくりネットワーク事業 893,233

　　　宮崎市支え合いの地域づくりネットワーク委託人件費収入 3,304,367

　　　宮崎市小中学校芸術鑑賞派遣事業 3,300,000

　　　宮崎市ふるさと文化学習支援事業「ふるさと先生こんにちは」 4,000,000

　　　宮崎市きよたけ児童文化センター 10,500,875

       宮崎市かのう児童センター・田野児童センター・田野地域子育て支援センター 26,601,652

　　　 宮崎市かのう児童クラブ・田野児童クラブ・江平児童クラブ・コペルキッズ児童クラブ 82,421,000

　　　宮崎市かのう児童クラブ・田野児童クラブ・江平児童クラブ加配 6,918,049

　　　宮崎市放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善業務委託事業 2,011,645

　　　宮崎市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 2,598,200

　　　宮崎市子どもの第三の居場所運営業務事業 14,840,000

　　　宮崎市小戸地域子育て支援センター運営業務事業 5,710,600

　　　宮崎市まちなか子育て交流ひろばモデル事業委託業務 500,000

　　　宮崎県ファミリー・サポート・センターアドバイザー研修事業 401,000

　　　宮崎県医師会女性医師保育支援サービスモデル事業 1,424,490

　　　宮崎県赤ちゃんの駅普及・啓発業務 1,458,160

199,670,387

　４．受取補助助成金等

　　　里親支援センターみやざき運営業務 62,096,519

　　　子どもゆめ基金 1,770,457

　　　出逢い・子育て環境づくり支援事業費補助金 300,000

　　　宮崎市事業継続支援事業補助金（児童クラブ・子育て支援センター） 499,000

　　　宮崎市子どもの未来応援活動支援事業（BASE101） 850,050

65,516,026

　５．事業収益

　　　キッズアート基金学校公演収入 4,940,320

　　　BASE101自主事業収入 1,231,900

　　　ホッとアート事業 100,000

　　　託児自主事業収入 1,616,750

　　　設立２５周年記念イベント 209,000

　　　アートパーク参加費収入 102,400

　　　その他（講師謝金等） 4,034,660

12,235,030

　６．その他収益

　　　受取利息 139,059

　　　雑収入 2,232,898

2,371,957

280,533,366

IV　2025年度（令和7年度）　活動計算書
令和7年4月1日～令和8年3月31日

特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター

金額
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科目

Ⅱ　経常費用

１．事業費

　　　（１）人件費

　　　給料手当 174,066,103

　　　法定福利費 14,059,756

人件費計 188,125,859

　　　（２）その他経費

　　　福利厚生費 285,758

　　　謝金 12,283,059

　　　旅費交通費 4,936,546

　　　通信運搬費 2,425,191

　　　消耗品費 9,036,501

　　　図書費 479,574

　　　修繕費 901,962

　　　会議費 34,537

　　　渉外費 507,492

　　　研修費 490,561

　　　事務所費 823,972

　　　水道光熱費 8,131,147

　　　印刷製本費 1,349,341

　　　リース料 3,295,144

　　　保険料 1,295,887

　　　食糧費 1,520,484

　　　広報費 960,432

　　　賃借料 6,115,700

　　　諸会費 41,700

　　　事業費 1,160,363

　　　委託費 8,495,824

　　　企画費 3,542,981

　　　保守管理費 1,837,880

　　　租税公課 3,068,084

　　　雑費 832,899

その他経費計 73,853,019

261,978,878

　２．管理費

　（１）人件費

　　　給料手当 103,976

　　　法定福利費 26,331

人件費計 130,307

　（２）その他経費

　　　福利厚生費 170,655

　　　謝金 218,000

　　　通信費 141,270

　　　旅費交通費 98,652

　　　消耗品費 272,043

　　　研修費 33,000

　　　渉外費 436,299

　　　諸会費 46,000

　　　食糧費 17,299

　　　保険料 32,256

　　　委託料 538,120

　　　租税公課 13,842,926

　　　広報費 83,224

　　　雑費 42,183

その他経費計 15,971,927

16,102,234

　　経常費用計 278,081,112

　　　当期経常増減額 2,452,254

　　　当期正味財産増減額 2,452,254

　　　前期繰越正味財産額 57,863,100

　　　次期繰越正味財産額 60,315,354

金額
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科目

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

　　　　　現金 907,898

　　　　　普通預金 83,150,256

　　　　　立替金 9,083,727

　　　　　前払費用 249,012

　　　　　仮払金 1,934,831

　　　　　未収入金 15,366,696

　　　流動資産合計 110,692,420

　２．固定資産

　（１）有形固定資産

　　　　　建物設備 892,231

　（２）無形固定資産

　　　　　敷金 902,850

　　　　　出資金 5,000

　　　固定資産合計 1,800,081

　　資産合計 . 112,492,501

Ⅱ　負債の部

　１．流動負債

　　　　　預り金 846,183

　　　　　未払金 46,261,254

　　　　　仮受金 1,872,718

　　　　　前受金 2,035,692

　　　　　未払消費税 1,161,300

　　　流動負債合計 52,177,147

　　負債合計 52,177,147

Ⅲ　正味財産の部

　１．繰越金残高

　　　　　前期繰越正味財産額 57,863,100

　　　　　当期正味財産増減額 2,452,254

　　正味財産合計 60,315,354

　　　負債及び正味財産合計 112,492,501

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター

令和8年3月31日現在

金額
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Ⅰ　資産の部

　 流動資産

現金預金

現金 現金手許有高 907,898

普通預金 宮崎銀行　東宮崎支店 61,937,434

宮崎銀行　東宮崎支店 288,666

宮崎太陽銀行　アートセンター支店 274,869

宮崎銀行　橘通支店 16,978

宮崎銀行　神宮支店 299,044

宮崎銀行　神宮支店 7,724,413

宮崎銀行　神宮支店 10,819,381

郵便局 1,789,471

立替金 里親支援センターみやざき 8,216,368

子育て応援フェスティバル　保証金 644,204

自動車保険料他 174,915

駐車場敷金 48,240

未収入金 子どもゆめ基金 1,196,957

みやざきアートセンター 4,073,844

里親支援センターみやざき 7,628,940

児童クラブ加配分 1,933,855

宮崎市事業継続支援事業補助金 499,000

保育委託料 34,100

仮払金 里親支援センターみやざき 1,791,271

スポーツ安全保険料 143,560

前払費用 児童クラブ消耗品費他 249,012

110,692,420

建物設備 電気工事 892,231

敷金 江平ビル101・102・103・104・105号・302倉庫及び駐車場敷金 902,850

出資金 江平2丁目商店街 5,000

1,800,081

112,492,501

Ⅱ　負債の部

　 流動負債

預り金 源泉所得税他 846,183

未払金 事業経費返還金他 364,358

3月分社会保険料他 7,654,536

3月分水道光熱費 190,514

3月分人件費 28,494,206

事業経費未払分 9,557,640

仮受金 子育てネットワークみやざき 81,447

里親支援センターみやざき 1,791,271

前受金 キッズアートアカデミー基金 1,879,145

子ども食堂準備金（宮崎県の子どもの貧困に関する連携推進協議会） 156,547

未払消費税 R７年度消費税 1,161,300

52,177,147

52,177,147

60,315,354

流　動　負　債　合　計

負　　債　　合　　計

差　引　正　味　財　産

令和７年度　財産目録

（令和８年３月３１日現在）

科　　目・摘　　要 金　　　　　　　額

流　動　資　産　合　計

資　　産　　合　　計

特定非営利活動法人　みやざき子ども文化センター

固　定　資　産　合　計

- 22 -



日 II寺

監 査 報 告 書

令和 8年  5月 20日 (水 )
14:00～ 15130

特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター

宮崎市江平西 1丁 目5番 11号 江平ビル 101号
場    所

添 付 書 類 1.総勘定元帳及び領収書
2.預金通帳
3.決算書
4.事業報告書

監査の結果、適正に処理されていることを証明いたします。

監 事
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科目

Ⅰ　経常収益

　１．受取会費

150,000

150,000

　２．受取寄付金

250,000

250,000

　３．受取委託金等

205,911,514

　　　 205,911,514

　４．受取補助助成金等

57,885,760

57,885,760

　５．事業収益

7,100,000

7,100,000

　６．その他収益

1,000

1,000

271,298,274

科目

Ⅱ　経常費用

　１．事業費

　（１）人件費

189,000,000

人件費計 189,000,000

　（２）その他経費

74,700,000

その他経費計 74,700,000

事業費計 263,700,000

　２．管理費

　（１）人件費

800,000

人件費計 800,000

　（２）その他経費

5,600,000

その他経費計 5,600,000

管理費計 6,400,000

　　経常費用計 270,100,000

　　　当期経常増減額 1,198,274

　　　当期正味財産増減額 1,198,274

　　　前期繰越正味財産額（前期繰越） 60,315,354

　　　次期繰越正味財産額（次期繰越） 61,513,628

2026年度　活動予算書

2026年4月1日～2027年3月31日

特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター

金額

金額
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  設 立 趣 旨 書 

 

１ 趣旨 
みやざき子ども文化センターは子ども達の文化芸術への参加、市民としての社会参画の機会

を拡げ、健やかな成長に寄与し、すべての子ども達が子どもとして、大人と共にのびやかで豊か
に生きられる社会を目指し活動をすすめていきます。 
 子どもは母の胎内において、生命の歴史を繰り返して外界に生まれ出てきますが、人と
して成熟するには、さらに様々な経験を必要とします。子どもたちは大人から注がれる愛
情をいっぱい浴びながら、多くの仲間とのあそびや、美しい自然や真の芸術にふれ、喜び
や感動を体験することで、豊かな感性を育み、人間として生きる力を獲得していきます。
このことは１９９４年に我が国が批准した国際条約「子どもの権利に関する条約」に謳わ
れています。 
 しかし、６０年代の高度経済成長期以降、環境破壊が進み、心身ともに発達途上にある
子どもに必要な空間をはじめ、多くのものが奪われてきているのが現状です。また、文化
面においても、利益優先の児童文化の氾濫とメディア情報は、地域社会における子どもの
生活文化を崩壊させました。子ども達は仲間と過ごす自由な時間を失うなど、多大なリス
クを負わされています。これらはすでに、子ども達の心身の歪みとなって表面化し、大き
な社会問題となってきています。この状況を改善していくには、大人自身が変わらなけれ
ばなりません。 
 子ども劇場はこのことにいち早く気づき、３３年前福岡で活動をはじめました。宮崎に
も１９７６年にみやざきおやこ劇場として発足しました。当初より、子ども達の健全な発
達を保障する環境づくりを目指し、芸術文化との出会いや様々な生活体験が不可欠である
と考え、地域に根ざした自主的な活動やネットワークづくりをすすめてきました。こうし
た子ども劇場の理念が２１世紀を目前に、ようやく社会の共通認識になろうとしています。 
 そして１９９８年１２月に施行された特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）により市民活
動が社会的に位置づけられ、２５周年を迎えようとする私達におおきな希望と勇気をもた
らしました。今、これまでの蓄積された経験をもって、新たな段階へと踏み出します。 
 私達は子ども劇場おやこ劇場をはじめとする諸団体とともに、活動をさらに推進し、子
どもの成長に寄与することを目的に、特定非営利活動法人「みやざき子ども文化センター」
を設立します。未来を担う子ども達の夢を実現するために、私達大人自身が夢を持って生
き、たった一度しかない「子ども時代」を、子ども自身にとって価値があり、輝きある時
代となることを願い、活動をすすめていきます。 

 

２ 申請に至るまでの経過 

 ２０００年３月２９日  特定非営利活動法人設立準備室発足 

 ２０００年６月２４日  特定非営利活動法人設立総会 

 

 

２０００年６月２４日 

                     特定非営利活動法人の名称 

                      みやざき子ども文化センター 

宮崎市大和町 48 第 3 都成ハイツ 315 号 

設立者氏名  川﨑  わか子 
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特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター定款 

 

第１章   総則 

【名称】 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人みやざき子ども文化センターといいます。 

【事務所】 

第２条 この法人は、主たる事務所を宮崎市に置きます。 

【目的】 

第３条  この法人は、「子どもの育ち」や「子どもの文化」に関心を持つ市民や諸団体と連携・交流・

支援を図りながら、子どもの健やかな成長に寄与し地域で子育てをするための環境整備に努め、子ども

たちの体験を重視しながら文化芸術への参加・社会参画の機会を拡げます。また、子どもの育ちを支援

するため職業紹介事業、里親支援事業を進めます。 

【特定非営利活動の種類】 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行います。 

  (1)  子どもの健全育成を図る活動。 

 （2） 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。 

 （3） 人権の擁護又は平和の推進を図る活動。 

 （4） 社会教育の推進を図る活動。 

 （5） まちづくりの推進を図る活動。 

 (6)  保健、医療又は福祉の増進を図る活動。 

 (7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。 

【特定非営利活動に係る事業】 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行います。 

 (1) 子どもの自主的な活動と社会参画への支援事業。 

  (2) 舞台芸術、表現活動に関する普及事業。 

 (3) 子どもの権利条約の実現に関する推進事業。 

  (4) 子どもと文化に関する研究、人材育成、講演会などの企画運営事業。 

  (5)  子育てに関する支援事業。 

(6)  子どもの文化の発信と、子どもと文化に関する市民組織とのネットワークづくり。    

(7) 児童福祉法に基づく児童福祉支援事業。 

(8) その他、この法人の目的達成のために必要な事業。   

第２章   会員 

【種別】 

第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって 、特定非営利活動促進法（以下「法」と

いう。）上の社員とします。 

  (1)  正会員 この法人の目的に賛同し、活動を推進するために入会した個人又は団体。 

  (2) 支援会員 この法人の目的に賛同し、支援するために入会した個人又は団体・企業。 

【入会】 

第７条 正会員または支援会員は、次に掲げる条件を備えるものとします。 

 （1） 正会員の条件 

    ① 子ども・文化に関わる活動を継続的に行う個人又は団体。 

    ② この法人の設立の趣旨及び定款に反しない個人又は団体。 

 （2） 支援会員の条件 

    ① この法人の継続的な支援を行う意志のある個人又は団体・企業。 

    ② この法人の設立の趣旨及び定款に反しない個人又は団体・企業。 

２ 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申し込書により代表理事に申し込

むものとし、代表理事は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは正当な理由がな

い限り、入会を認めるものとします。 
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３ 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ

の旨を通知するものとします。 

【会費】 

第８条 会員は、総会において別に定める会費を納入するものとします。 

【会員の資格の喪失】 

第９条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。     

(1) 退会届を提出したとき。 

 (2)  本人が死亡し、又は会員である団体・企業が消滅したとき。            

(3)  継続して２年以上会費を滞納したとき。 

  (4)  除名されたとき。 

【退会】 

第 10 条 正会員は、代表理事が別に定める退会届を、代表理事に提出して任意に退会することができ

ます。 

【除名】 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名すること

ができます。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えるものとします。 

  (1)  この法人の定款に違反したとき。 

 (2)  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

【拠出金品の不返還】 

第 12 条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しないものとします。 

 

第３章   役員及び顧問 

【種別及び定数】 

第 13 条 この法人に、次の役員を置きます。 

 （1） 理 事    ５人以上２０人以内 

 （2） 監 事    ２人 

２ 理事のうち１人ないし３人を代表理事、若干名を常任理事とします。 

【選任等】 

第 14 条 理事及び監事は、総会において選任します。 

２ 代表理事は、理事の互選により定めます。 

３  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて

含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれ

ることになってはならないこととします。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができないものとします。 

【職務】 

第 15 条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括します。 

２ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行しま

す。 

３ 代表理事・常任理事は常任理事会を構成し、理事会の議決と常任理事会の協議に基づき、この法人

の業務の執行を日常的に統括します。 

４ 事務局長は理事会の議決と常任理事会の協議に基づき、事務局の業務を統括します。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行います。 

 (1)  理事の業務執行の状況を監査すること。 

 (2)  この法人の財産の状況を監査すること。 

 (3)  前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

 (4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を召集すること。 

 (5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事

会の召集を請求すること。 

【任期等】 

第 16 条 役員の任期は、２年とします。ただし、再任は妨げないものとします。 



iv 

２ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存

期間とします。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うこととします。 

【欠員補充】 

第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充

します。 

【解任】      

第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することが

できます。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えるものとします。 

  (1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。 

  (2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。 

【報酬等】 

第 19 条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができます。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができます。 

３ 前２号に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定めます。 

【顧問及び相談役】 

第 20 条 この法人に顧問及び相談役を置くことができます。 

２  顧問及び相談役は、代表理事が理事会の議決を経て委嘱します。 

３  顧問及び相談役に関して必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て別に定めます。 

 

第４章 事務局 

【事務局】 

第 21 条 この法人に、事務局を置きます。 

２ 事務局には、事務局長及び必要な職員を置きます。 

３  事務局長は、代表理事が理事会の議決を経て常任理事の中から任免するものとします。その他の職

員は、代表理事が任免します。 

 

第５章 総会 

【種類及び構成】 

第 22 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とします。 

２ 総会は正会員をもって構成します。  

【権能】 

第 23 条 総会は、以下の事項について議決します。 

 (1)  定款の変更 

 (2)  解散 

 (3)  合併 

 (4)  事業計画及び活動予算 

 (5)  事業報告及び活動決算 

 (6) 役員の選任又は解任 

 (7) 会費の額 

 (8) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項 

【開催】 

第 24 条 通常総会は、毎年１回開催します。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。 

 (1) 理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。 

  (2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって召集の請求があっ

たとき。 

 (3)  第１５条第５項第４号の規定により、監事から召集があったとき。 

【召集】 

第 25 条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、代表理事が召集します。 
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２ 代表理事は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から起算して

３０日以内に臨時総会を召集しなければならないものとします。 

３ 総会を召集するときは、正会員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若し

くは電磁的方法をもって、少なくとも５日前までに召集の通知を発信することとします。 

【議長】 

第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出します。 

【定足数】 

第 27 条  総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができないものとします。 

【議決】 

第 28 条  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可

否同数のときは議長の決するところとします。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる

権利を有しません。 

２ 総会における議決事項は、第２５条第３項の規定によりあらかじめ通知された事項とします。ただ

し、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の３分の１以上の同意があった場合は、この限りでは

ありません。 

３ 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項の議決に加わることができませ

ん。 

【書面表決等】 

第 29 条  各正会員の表決権は、一人（一団体）一票とします。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面

若しくは電磁的方法、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システム（発言等の情報伝達の

双方向性及び即時性が確保されているものに限る。以下同じ。）によって、総会に参加し、表決するこ

とができる。又は他の正会員を代理人として表決を委任することができます。 

３ 前項の代理人は、表決しようとするときは、あらかじめ代理権を証する書面を総会ごとに議長に提

出しなければなりません。 

４ 第１項の規定により表決権を行使した正会員は、第２７条及び前条第１項の規定の適用については、

出席したものとみなします。 

【議事録】 

第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成することとします。 

 (1)  日時及び場所 

 (2)  正会員の現在数 

  (3)  総会に出席した正会員の数（書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記する。） 

 (4)  審議事項 

 (5)  議事の経過の概要及び議決の結果 

 (6)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録については、議長及びその会議において選任された２名以上の議事録署名人が署名又は記名

押印することとします。 

 

第６章   理事会 

【構成】 

第 31 条 理事会は、理事をもって構成します。 

【権能】 

第 32 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決します。     

(1)  総会の議決した事項の執行に関する事項                       

(2)  総会に付議すべき事項                             

(3)  その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

【開催】 

第 33 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。 

  (1)  代表理事が必要と認めたとき。 

 (2)  理事総数の５分の１以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があ

ったとき。 
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 (3)  第１５条第５項第５号の規定により、監事から召集の請求があったとき。 

【召集】 

第 34 条 理事会は、代表理事が召集します。 

２ 代表理事は、前条第２号又は第３号の規定による請求があったときは、その日から起算して２０日

以内に理事会を召集することとします。 

３ 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方

法をもって、少なくとも５日前までに召集の通知を発信することとします。 

【議長】 

第 35 条 理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名したものがこれにあたります。 

【定足数】   

第 36 条 理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開催することができません。 

【議決】 

第 37 条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、

可否同数のときは議長の決するところとします。 

２ 理事会における議決事項は、第３４条第３項の規定によりあらかじめ通知された事項とします。た

だし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の３分の１以上の同意があった場合は、この限りでは

ないものとします。 

３ 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項の議決に加わることができません。 

【書面表決等】 

第38条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、

書面若しくは電磁的方法、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システムによって、理事会

に参加し、表決することができます。 

２ 前項の規定により表決権を行使した理事は、第３６条及び前条第１項の規定の適用については、出

席したものとみなします。 

【議事録】 

第 39 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとします。 

(1)  日時及び場所 

(2)  理事の現在数 

  (3)  理事会に出席した理事の数（書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記する。） 

 (4)  審議事項 

 (5)  議事の経過の概要及び議決の結果 

 (6)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長のほかその会議において選任された２名以上の議事録署名人が署名又は記名押印

することとします。 

 

第７章   資産及び会計 

【資産の構成】 

第 40 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成します。 

 (1)  設立当初の財産目録に記載された資産 

 (2) 会費 

 (3) 寄付金品 

 (4) 財産から生じる収益 

 (5) 事業に伴う収益 

 (6)  その他の収益 

【資産の管理】 

第 41 条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に

定めます。 

【会計の原則】 

第 42 条 この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則に従って行うものとします。 

【事業計画及び予算】 

第 43 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経ること
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とします。 

【暫定予算】 

第 44 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、

理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができます。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなします。 

【臨機の措置】 

第 45 条 予算を持って定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利

の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならないこととします。 

【事業報告及び決算】 

第 46 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は、毎

事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない

こととします。 

【剰余金の処分】 

第 47 条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとします。 

【事業年度】 

第 48 条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わります。 

 

第８章 定款の変更、解散及び合併 

【定款の変更】  

第 49 条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の３分の２以上の多数による議

決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければなりません。 

２ 前項の規定に関わらず、法第２５条第３項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項

に係るものを除く定款の変更を行った場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届けるものとします。 

【解散】 

第 50 条 この法人は、次に掲げる事由により解散します。 

 (1)総会の決議 

 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

 (3)正会員の欠乏 

 (4)合併 

 (5)破産 

 (6)所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由により解散するときは、正会員総数の３分の２以上の議決を得るものとします。 

３  第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなりません。 

【清算人の選任】 

第 51 条 この法人が解散したとき（合併又は破産による解散を除く）は、代表理事が清算人となりま

す。 

【残余財産の帰属】 

第 52 条 この法人が解散したとき（合併又は破産による解散を除く）に存する残余財産は総会におい

て正会員の過半数の議決を経て、特定非営利活動法人に譲渡するものとします。 

【合併】 

第 53 条 この法人が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の３分の２以上の議決を経、か

つ、所轄庁の認証を受けなければなりません。 

 

第９章 公告の方法 

【公告の方法】 

第 54 条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲示して行います。 

 

第１０章 雑則 

【細則】 
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第 55 条 この定款の施行についての必要な細則は、代表理事が理事会の議決を経てこれを定めます。 

 

 

 

附則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行します。 

２ この法人の設立当初の役員は、第１４条第１項の規定にかかわらず、別紙役員名簿の通りとし、そ

の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず成立の日から平成１４年５月３１日までとします。 

３ この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第４３条の規定にかかわらず、設立総会の

定めるところによります。 

４ この法人の設立当初の事業年度は、第４８条の規定にかかわらず、成立の日から平成１３年３月３

１日までとします。 

５ この法人の設立当初の会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とします。 

    (1) 個人正会員  年会費１口 １０，０００円 

団体正会員  年会費１口 １０，０００円 

    (2) 個人支援会員 年会費１口  ３，０００円 

団体支援会員 年会費１口 １０，０００円 

         企業支援会員 年会費１口 ３０，０００円 

６ 平成１８年５月２７日、平成１８年度通常総会にて第３条を改正 

７ 平成２１年５月２６日、平成２１年度通常総会にて第３条を改正 

８ 平成２４年５月２８日、平成２４年度通常総会にて一部を改正 

９ 平成２９年５月２６日、平成２９年度通常総会にて第５４条を改正 

 １０ 平成３０年５月２５日、平成３０年度通常総会にて第３条を改正 

 １１ 令和６年１０月２８日、令和６年度臨時総会にて第３条、第４条、第５条、第１５条、第２５条、

第２９条、第３０条、第３４条、第３８条、第３９条、第４９条を改正 
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